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宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会・会則 改正案 

 

第１章  総  則  

〔名称及び事務局〕  

第1条 本会は「宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会（愛称：コミュニティひばり）」 

（以下、まちづくり協議会と略記）と称する。 

事務所を宝塚市内に置く。 

〔会員〕  

第2条 本会の会員は、宝塚市立長尾台小学校区（以下、長尾台小学校区と略す）に住む 

人全てを対象とする。 

   会員は総会、運営委員会を傍聴することができる。 

   但し、事前の届出、会議での発言は議長の許可を得る。議決権は有しない。 

〔目的〕  

第 3 条  地域に住む人たちが快適で住みやすいまちづくりを図るとともに、行政機関との 

協働により、自らの意思に基づいて地域社会の向上に努めることを目的とする。

  

〔事業〕  

第 4 条  本会は，第３条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

 (１) 住民の健康と福祉の増進に関する事項  

 (２) 安全・防災に関する事項 

 (３) 生活環境の向上に関する事項 

 (４) 文化の向上、交流に関する事項 

 (５) 市立子ども館の指定管理を第６ブロック子ども館協議会の一員として運営に関わ 

る事項 

 (６) 宝塚市立地域利用施設「雲雀丘倶楽部」の指定管理に関わる事項 

 (７) その他本会の目的を達成のため必要な事項 

〔広報〕  

第 5 条  本会は事業活動の状況を会員に知らせるために適宜広報を行う。  

〔専門部会〕  

第 6 条  事業の遂行のため次の専門部会を置き、各専門部会には各自治会より選任された 

者と長尾台小学校区の住民有志の参加によって構成する。 

 (１) 福祉部会 

 (２) 子ども福祉部会 

 (３) 安全・防災部会 

 (４) 環境部会 

 (５) 文化・交流部会 
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 ２ 年度初めに各部会は部会長、副部会長、会計を選任のうえ事務局に報告する。 

 ３ 部会員は年度初めに会員登録し、会員名簿を事務局に提出する。 

 ４ 部会の会計は事務局長の指示に従うと共に、会計報告を行なう。 

 ５ 総会で承認された議案の実施状況を適宜、運営委員会に報告し、承認を得る。 

 ６ 新規に事業活動を実施する場合においても運営委員会に報告し、承認を得る。 

 

〔特別委員会〕  

第 7 条  本会の運営に必要とされ、専門部会の範疇を超え又複数の専門部会に跨る新たな 

事業の場合、特別委員会を設置することができる。 

   但し運営委員会で審議し、承認を得る。 

   特別委員長の任命は、運営委員会の承認を得る。 

〔施設の運営〕  

第 8 条  施設の運営については管理運営規定を別に定める。  

   

第２章  組 織 及 び 役 員 

〔議決機関〕  

第 9 条  本会の議決機関として次の会を置く。 

  ・総会（定期総会、臨時総会） 

    ・運営委員会 

〔代議員の選出〕  

第 10 条  本会は校区の自治会、各専門部会および各種登録団体より「代議員」を選出す 

る。 

    選出方法は各自治会、各専門部会および各種登録団体に委ねる。 

  ２ 代議員の任期は定期総会の翌日から次年度定期総会終結までとする。 

  ３ 代議員は本会の役員及び専門部会長を兼ねる事は出来ない。 

  ４ 代議員の選出数は、各自治会からは４月１日現在の世帯数１００に対して１名、 

１００未満は四拾五入とする。各専門部会および各種登録団体からは 1 名とす 

る。 

〔役職の種類と職務〕  

第 11 条  まちづくり協議会としての会務遂行のために、本会に次の役職を置く。 

(1)役 員 

会 長  １名 会長は、会を代表して会務を総括する。 

副会長  2 名 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。 

  委 員   数名  委員は、各自治会長等があたり、会務運営に適切な提言等を行うと 

ともに、庶務を兼務する。 

    会 計    3 名  会計は、会の会計事務を処理する。会計 3 名に代えて、外部から１名 

雇用することで会計を委託することも可。  

  監査役      2 名  会の会計事務を監査する。 
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・会計事務について不正の事実を発見したときに総会に報告する。 

・また、これを報告するため必要があると認めるときは、総会の招 

集を請求する。  

(2)事務局 

事務局長  1 名    事務局長は会の庶務・広報を総括する。 

   庶 務   若干名  庶務は、会務の円滑な運営のための事務作業等を行う。  

広 報   若干名    広報は、広報紙の発行や電子情報の発信等を適宜行う。 

 

〔役職の任期〕  

第 12 条  役職の任期は 2 年とする。（ただし，再任を妨げない。） 

２ 補欠により選出された役職は、前任者の残任期間とする。 

第３章  総会 

〔総会の種別〕  

第 13 条  総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

  ２ 定期総会は、毎年 5 月に開催する。 

  ３ 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。又、運営委員の２分の１以上 

から請求があるとき。 

〔総会の招集〕  

第 14 条  総会は、会長が招集する。 

  ２ 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場 

所を示して開会の１ヶ月前までに通知しなければならない。 

〔総会の審議〕  

第 15 条  総会開催毎に議長１名、副議長１名を会長が指名し、次に掲げる事項を審議し、 

議決する。 

 (1) 事業計画、事業報告に関する事項 

 (2) 予算、決算に関する事項 

 (3) 役員の選任及び解任に関する事項 

 (4) 会則等の改正に関する事項 

〔総会の定足数〕  

第 16 条  総会は、代議員の過半数(委任状を含む)の出席がなければ開くことができない。 

〔総会の議決〕  

第 17 条  総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長 

が決する。 

〔総会の議事録〕  

第 18 条  議事録作成は事務局とし、署名人は会長及び議長とする。 

  

第 4 章  運営委員会 

〔運営委員会の構成〕  
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第 19 条  運営委員会は、第１１条で定める役員及び事務局、専門部会長、特別委員会委員 

長、公的委員、自治会選出委員をもって構成する。 

     2 運営委員会の議決は、総会の議決に準ずる方法によるものとする。 

〔運営委員会の招集〕 

第 20 条  運営委員会は、会長が招集する。 

〔運営委員会の審議事項〕  

第 21 条  運営委員会は、副会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。 

 (1) 年度事業の経過確認（継続、中止、廃止等） 

(2) 総会において議決された事項の執行に関する事項 

(3) 年度期中の新規事業に関する審議事項 

(4) 年度期中における役職人事に関する審議事項 

(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

  

第 5 章  会  計 

〔経費〕  

第 22 条   会の経費は、会費、宝塚市まちづくり協議会補助金、助成金及び県、民間の支援 

その他の収入、寄付金をもってこれにあてる。 

      (補助金、支援金は定められた経費科目に従い会計処理を行う。) 

〔会費〕  

第 23 条  会費は自治会から４月１日付の登録世帯数により算出する。一世帯当たり 100 円 

とする。 

  ２ 各種団体からも会費を受け取ることができる。 

〔会計報告〕  

第 24 条  会計の報告は、財産目録 (貸借対照表) と収支計算書による。 

   ２ 総会への会計報告は、事務局会計、事業 (専門部会) 別会計とし、公的補金、 

会費以外の自己調達金も含めた総枠の会計とする。 

   ３ 財務経理要綱は、別途定める。 

〔事業年度及び会計年度〕  

第 25 条  会の事業年度及び会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終わる。 

〔会計監査〕  

第 26 条  監査役は、当該年度の中間と期末及び適時に会計監査を実施する。  

  

第 6 章   会 則 の 改 廃 及 び 解 散 

[会則の改廃]  

第 27 条  本会則を改廃することは総会の議決による。 

[本会の解散]  

第 28 条  本会は総会の議決により解散する。 

[剰余金の分配の制限]  
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第 29 条  本会は剰余金の分配をおこなうことができない。 

[残余財産の帰属]  

第 30 条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、自治会及 

びＰＴＡに贈与するものとする。 

 

第 7 章  付  則 

付則 1   本会のすべてについての年度は会計年度に準ずる。 

付則 2   本会の外部に対する諸手続きは、まちづくり協議会全体に係る事項は会長名、そ 

の他役職、専門部会の範疇の事項は、担当者名をもって行う。 

付則 3    活動運営上必要とされる規則は要綱として運営委員会で審議し、定められる。 

付則 4    この会則は１９９５(平成７)年５月１１日から施行する。 

     同   １９９６(平成 ８)年５月２３日一部改正 

     同   ２０００(平成１２)年５月１３日一部改正 

     同   ２００３(平成１５)年５月１７日一部改正 

     同   ２００６(平成１８)年３月１８日全面改正 

     同   ２００７(平成１９)年５月１９日一部改正 

     同   ２００８(平成２０)年５月１７日一部改正 

     同   ２０１０(平成２２)年５月２２日一部改正 

     同   ２０１１(平成２３)年５月２１日一部改正 

     同   ２０１２(平成２４)年５月１９日一部改正 

     同   ２０１３(平成２５)年５月１８日一部改正 

     同   ２０１５(平成２７)年５月２３日一部改正 

     同   ２０１８(平成３０)年５月１９日一部改正 

     同   ２０２１(令和３)年５月１５日一部改正 

             同   ２０２５(令和７)年５月１７日一部改正   

 

 

 

 



 

6 

 

 

2
0
2
5
,5
,1
7

長
尾
台
小
学
校
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ひ
ば
り
）
組
織
図
　
(
案
)

[自
治
会

]

・
雲
雀
丘
自
治
会

・
雲
雀
丘
三
丁
目
自
治
会

・
雲
雀
丘
山
手
自
治
会

・
花
屋
敷
つ
つ
じ
ガ
丘

自
治
会

・
花
屋
敷
荘
園
自
治
会

・
花
屋
敷
松
ガ
丘
自
治
会

・
長
尾
台
自
治
会

・
ふ
じ
ガ
丘
自
治
会

・
満
願
寺
町
自
治
会

長
尾
台
小
学
校
区
内
の
住
民
・
団
体

長
尾
台
小
学
校
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ひ
ば
り
）

宝
塚
市
立
地
域
利
用
施
設

雲
雀
丘
倶
楽
部

管
理
運
営
委
員
会

H
ib

ar
ig

ak
a 

C
o

m
m

u
n

it
y 

C
lu

b

(H
C

2
)

運
営
委
員
会

[役
員

]

会
長
・
副
会
長
・
委
員
・
事
務
局
長
・
会
計
・
監
査
役

[事
務
局

]

事
務
局
長
・
庶
務
・
広
報

[専
門
部
会

]

・
福
祉
部
会

・
子
ど
も
福
祉
部
会

・
安
全
・
防
災
部
会

・
環
境
部
会

・
文
化
・
交
流
部
会

[特
別
委
員
会

]

・
ま
ち
づ
く
り
計
画

推
進
委
員
会

・
長
尾
台
小
学
校

学
校
応
援
団

[公
的
機
関
・
団
体
等

]

・
長
尾
台
小
学
校

・
長
尾
台
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ

・
第
６
ブ
ロ
ッ
ク

子
ど
も
館
協
議
会

・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
２
１

長
尾
台

・
民
生
・
児
童
委
員

・
校
区
人
権
啓
発
推
進

委
員
会

・
補
導
委
員
会

[関
係
団
体
等

]

・
花
屋
敷
聖
隷
の
里

栄
光
園

・
雲
雀
丘
学
園

・
宝
塚
医
療
大
学

・
東
洋
食
品
研
究
所

高
碕
記
念
館

・
雲
雀
丘
安
田
邸

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

[連
携
協
力
団
体
等

]

・
宝
塚
市
市
民
交
流
部

・
宝
塚
市
社
会
福
祉
協
議
会

・
花
屋
敷
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

・
宝
塚
市
自
治
会

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
(R
-n
e
t)

総
会


